
下京区まちづくりサポート事業「ＳＨＩＭＯＧＹＯ＋ＧＯＯＤ」補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、区民等が地域力を活かして主体的に行う、下京区をより暮らしやすく、安全で、魅

力的なまちにするための活動を支援し、「参加と協働」による下京区基本計画の推進を図ることを目的

に、京都市補助金等の交付等に関する条例（以下、「条例」という。）及び京都市補助金等の交付等に関

する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（交付対象団体） 

第２条 補助金の交付対象団体は、既にまちづくり活動又は事業活動を行っているか若しくは今後行おう

とする団体で、法人格の有無を問わない。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものを除く。 

⑴ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条に定める暴力団又は暴力団と密接な関係

にある団体 

⑵ 政治活動、選挙活動、宗教活動を行う団体 

⑶ その他下京区⾧（以下、「区⾧」という。）が適当でないと認める団体 

（交付対象事業） 

第３条 補助金の交付対象となる事業は、各年度の４月１日から翌年３月３１日までの期間に、下京区内

で実施する事業で、「第３期下京区基本計画」の重点戦略の６つのテーマいずれかに該当するものとす

る。 

⑴ 人口減少に立ち向かう地域コミュニティづくり 

⑵ はぐくみ文化の創造・推進 

⑶ 誰もがいきいきとくらせるまちづくり 

⑷ 環境と調和したくらしが根付く持続可能なまちづくり 

⑸ 危機にしなやかに対応し「いのちとくらし」を守るまちづくり 

⑹ 京都の元気をけん引するまちづくり 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものを除く。 

⑴ 営利を主目的とする事業 

  「地域まちづくり特別枠」は、事業収入が生じる事業は対象外 

⑵ 政治活動、選挙活動、宗教活動を行うもの 

⑶ 地域で既に恒例となっている事業（学区まつり、学区民体育祭など） 

⑷ 京都市の他の補助金等財政的支援の対象となっているもの 

⑸ 京都市基本計画及び下京区基本計画の趣旨に反するもの 

⑹ 過去に同一又は類似した事業で２回交付を受けたもの 

⑺ その他公序良俗に反する等、区⾧が適当でないと認めたもの 

（補助金の交付額） 

第４条 補助金の交付額は、次の各号に定めるところにより、予算の範囲内で、区⾧が決定する。 

(1) 前条に該当するものは、「一般枠」は１事業当たり２５万円を上限、「地域まちづくり特別枠」は１

事業当たり１５万円を上限として、以下に定める額とする。 



ア 「一般枠」は、交付対象事業に要する経費から次項各号に掲げる経費を除いた経費（以下、「交付

対象経費」という。）の２分の１以内（１，０００円未満の端数がある場合は、それを切り捨てた

額）。 

イ 「地域まちづくり特別枠」は、交付対象経費の５分の４以内（１，０００円未満の端数がある場

合は、それを切り捨てた額）。 

２ 次に掲げる経費は、交付対象経費としない。 

(1) 団体の経常的な運営に要する費用 

(2) 備品購入費 

(3) 団体の構成員に対する人件費 

(4) 飲食費 

(5) 個人給付的な経費 

(6) 領収書がない経費 

(7) その他、区⾧が適当でないと認める経費 

３ 国、京都府等による他の補助金等の制度を併用する場合や事業収入がある場合は、補助金の交付額

を調整することがある。 

（交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする団体は、次に掲げる書類を別に定める期間内に区⾧に提出しなけ

ればならない。 

(1) 下京区まちづくりサポート事業「ＳＨＩＭＯＧＹＯ＋ＧＯＯＤ」補助金交付申請書（第１号様式） 

(2) 事業計画書（第２号様式） 

(3) 収支予算書（第３号様式） 

(4) 団体等の規約及び構成員等の名簿 

(5) その他区⾧が必要と認めるもの 

（事前着手） 

第６条 補助金の交付を受けようとする団体は、補助金の交付決定前に事業を実施した場合は、当該事業

に係る補助金の交付を受けることはできない。ただし、交付決定前に事業を実施しようとする場合にお

いて、交付申請時に事前着手届（第４号様式）を区⾧に提出したときは、この限りでない。 

２ 事前着手届により届け出る事業に係る経費は、補助金交付申請額の２分の１以内でなければならない。 

（交付決定） 

第７条 区⾧は、交付申請のあった事業について、下京区まちづくりサポート事業「ＳＨＩＭＯＧＹＯ＋

ＧＯＯＤ」審査会による審査を経て、交付及び補助金の交付予定額（以下、「交付予定額」という。）又

は不交付の決定を行う。 

２ 区⾧は、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書（第５号様式）により、また、不交

付の決定をしたときは、補助金不交付決定通知書（第６号様式）により、申請者に通知する。 

３ 補助金の交付は、同一年度内において１団体につき１回とする。 

（申請内容の変更等） 

第８条 前条の規定により、補助金の交付決定の通知を受けた団体（以下、「交付団体」という。）は、申

請の内容を変更し、又は中止する場合は、事業変更承認申請書（第７号様式）を、事前に区⾧に提出し



なければならない。ただし、軽微な変更を除く。 

２ 前項に規定する軽微な変更は、次のとおりとする。 

(1) 補助目的達成のために行う、総事業費の増減を伴わない経費配分の変更 

(2) 補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、実施団体の自由な創意工夫により計画変更を認め

ることが、より効率的、効果的な事業実施に資すると認められる変更 

(3) 補助目的達成に影響を及ぼさない、事業計画の細部の変更 

３ 区⾧は、第１項の規定による申請があった場合は、第１条の目的に反しない限り認めることとし、事

業変更承認通知書（第８号様式）により、交付団体に通知する。 

４ 区⾧は、申請内容の変更等に伴い、前条第１項の規定に基づき決定した交付予定額を減額することが

できる。ただし、増額は認めない。 

（事業完了の報告） 

第９条 交付団体は、交付対象事業が完了した場合、事業が終了した日の翌日から起算して、６０日以内

又は３月３１日のいずれか早い期日までに、次に掲げる書類を区⾧に提出しなければならない。 

(1) 下京区まちづくりサポート事業「ＳＨＩＭＯＧＹＯ＋ＧＯＯＤ」補助金実績報告書（第９号様式） 

(2) 収支決算書（第１０号様式） 

(3) 交付対象事業に要した経費の領収書の写し 

(4) その他区⾧が必要と認めるもの 

（補助金の交付額の決定） 

第１０条 区⾧は、前条の規定による報告により、交付対象事業が適切に行われたと認めるときは、補助

金の交付額を決定し、補助金交付額決定通知書（第１１号様式）により通知する。 

（補助金の概算払） 

第１１条 区⾧は、必要と認めるときは、交付予定額の４分の３を上限として概算払を行うことができる。 

２ 交付団体は、前項の規定に基づき概算払を受けようとするときは、概算払請求書（第１２号様式）を

区⾧に提出しなければならない。 

３ 概算払した補助金は、前条の規定により決定した交付額に基づき精算する。 

４ 第８条第１項の規定により事業を中止する場合は、交付団体は、概算払で受けた補助金の全額を返還

しなければならない。 

（補助金の交付取消し等） 

第１２条 区⾧は、交付団体が次の各号に該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、交付額の変更

又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。 

(1) 不正の手段により、補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。 

(2) 補助金を交付対象事業以外に使用したとき。 

(3) この要綱の規定に違反したとき。 

２ 区⾧は、前項の規定により補助金の交付決定の取消し等の決定を行った場合は、補助金交付決定取消

等通知書（第１３号様式）により、交付団体に通知する。 

（補則） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区⾧が別に定める。 

附 則 



この要綱は、平成２４年５月１１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年４月１５日から施行する。  

附 則 

この要綱は、平成２６年５月３０日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 第３条第３項の規定は平成２７年４月１日以降に実施される事業から起算を適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（施行期日） 

１ この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 第３条第３項本文の規定は平成３０年４月１日以降に実施される事業から起算を適用する。 

３ 第３条第３項ただし書きの規定は、平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までに実施され

る事業を対象とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 第３条第３項の規定は、平成３１年４月１日以降に実施される事業から起算を適用する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和２年６月２４日から施行する。 

（適用区分） 

２ 第３条第３項の規定は、令和２年６月２４日以降に実施される事業から起算を適用する 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 第３条第３項の規定は、令和３年４月１日以降に実施される事業から起算を適用する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 第３条第３項の規定は、令和４年４月１日以降に実施される事業から起算を適用する。 



  

附 則 

この要綱は、令和４年７月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 


